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令和２年７月豪雨 人吉市の被害
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球磨川

令和２年７月豪雨
○7月3日から7月31日にかけて、日本付近に停滞した前線の影響で各地で大雨が発生
○九州南部、九州北部、東海、東北で、24、48、72時間降水量が観測史上1位を記録
○死者84名、行方不明者2名、住家の全半壊等9,625棟、住家浸水6,701棟
○国管理の7水系10河川、県管理の58水系193河川で堤防決壊等による氾濫が発生

球磨川水系球磨川（熊本県人吉市） 最上川水系最上川（山形県大石田町）

県道小鶴原女木線 深水橋
橋梁流失（熊本県八代市） 国道41号 道路崩壊（岐阜県下呂市）
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気候変動の影響により雨の降り方が変化

1時間降水量50mm以上の年間発生回数

※出典 水害レポート ２０22 国土交通省 水管理・国土保全局※出典 水害レポート ２０22 国土交通省 水管理・国土保全局

近年の災害の激甚化、頻発化
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北海道では時間雨量30mmを超える短時間雨量が約30年前の約1.8倍になるなど、降雨形態が変化

近年の降雨の状況

5



近年の降雨の状況
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平成２８年８月北海道の豪雨の概況

・道内アメダス225地点中“89地点”で月の降水量の極値（１位）を更新
・道東の太平洋側の広い地域では平年の２～４倍となる500ミリを超える降水量を記録

※本資料の数値は速報値であるため、今後の調査で変わる場合があります。

平成28年８月の北海道の月降水量

● 統計開始以降で1位を更新し
たアメダス地点。

× 更新しなかった地点。

平成28年８月に北海道に
上陸・接近した風のルート
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・市街中心部の浸水はA=約13.5ha、浸水戸数32戸（床上5戸・床下27戸）

標高コンター凡例

凡例

     実積浸水域

今金2号樋門

総合体育館

③

あったからん
ど

河川事務所 今金中学校

デモーレン広
場

総合体育館①

（今金町提供写真）

令和４年８月出水 今金市街部浸水状況
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豪雨災害による影響 ～農作物～

○北海道産の野菜シェアは高く、洪水による農業被害の影響は全国の食卓に影響
○平成28年８月洪水後、玉ねぎ、馬鈴薯、人参の価格が高騰。人参の価格は前年比２倍に
○種イモの一部で腐植し、翌年の営農にも影響
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前年比約３割高

前年比約５割高

前年の２倍

作付けに欠かせない種イモ。

水に長く浸かり一部腐植。

9月～10月の野菜の1キロ当たりの価格の比較
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豪雨災害による影響 ～人流・物流への停滞～

幹線道路の寸断

氾濫・土砂災害等による交通途絶や孤立の発生

工場等の操業停止

資材不足等による操業への支障

物価の高騰

その他、流通の途絶による様々な影響
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豪雨災害による影響 地下施設への影響～
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豊平川越水

豊平川が破堤した場合、氾濫流は札幌市街地を流下し茨戸川にまで到達
氾濫流は創成川沿いを流下し、テレビ塔周辺の地下空間出入口で約0.6mの水深
想定最大規模降雨では、地下空間へ最大50地点の出入口から氾濫流が流入

想定最大規模浸水深図（地表）

札幌市街部が最も浸水する
KP17.0破堤を想定

氾濫流は創成川沿いを流下

テレビ塔周辺の出入口で
最大0.6mの水深が発生

創
成
川

浸水深0.50m以上
の出入口ポールタウン出入口で

浸水深約0.30mが発生

○：地下流入地点

凡例
浸水深

3.0m以上の区域
0.5m～3.0m未満の区域
0.05m～0.5m未満の区域

豊平川破堤による地下空間の浸水シミュレーション
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想定最大規模洪水時の地下空間の浸水状況のイメージ図

0.4m
0.4m

0.2m
0.2m

想定最大規模浸水深図（地下）

凡例
浸水深

0.50m以上の区域
0.25m～0.50m未満の区域
0.10m～0.25m未満の区域
0.10m未満の区域

➀南北線さっぽろ駅 ②南北線さっぽろ駅

③チカホ ④オーロラタウン
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地下空間の浸水シミュレーション結果
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気候変動を踏まえたハード・ソフト一体となった水災害対策の方向性
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らす

被害対象を減少させる

被害の軽減、早期復旧・復興

「流域治水」の施策のイメージ

早期の避難
情報
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▲

▲

▲

▲

主な治水事業

環境（自然再生）
（釧路湿原自然再生）

釧路川茅沼地区旧川復元

釧路湿原の保全・再生に向
けた旧川復元

釧路川

直線河道埋戻し

旧川

人工リーフの設置状況

海岸侵食による災害を防ぐた
めの海岸事業

海岸事業
(胆振海岸）

覚生川１号砂防堰堤

火山泥流による被害を防止・
軽減するための施設整備

火山砂防
(樽前山）

三笠ぽんべつダム（R4年度着手予定）

洪水調節、水道、発電、工業、
正常流量確保等を目的とした
ダム再開発事業

ダム事業
(幾春別川総合開発事業）

北村遊水地
（岩見沢市、月形町、新篠津村）

石狩下流域の浸水被害を防
ぐための施設整備

河川事業
(北村遊水地整備事業）

北海道の直轄治水事業
◎直轄河川 13水系（石狩川、十勝川、釧路川等）
◎直轄管理ダム 17ダム（豊平峡ダム、桂沢ダム等）
◎ダム建設事業 3事業（幾春別川総合開発事業等）
◎直轄砂防 5エリア（石狩川上流、十勝岳、厚真川等）
◎直轄海岸 1箇所（直轄胆振海岸）

安全で安心できる豊かな国土づくりを目指し、以下
の事業を展開するとともに、多様な地域の主体と連
携・協働したうえで、ハード・ソフトが一体となった総合
的な防災対策を推進する。

災害対応
(厚真川水系砂防事業）

砂防事業の直轄化により土砂
災害防止のための施設を整備

大規模土砂崩落箇所（河道閉塞により
天然ダム形成）

雨竜川ダム再生
（実施計画調査中）

夕張シューパロダム厚真川

サンルダム
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■沙流川総合開発事業（平取ダム）
R4 完成

平取ダム

○特定多目的ダム建設事業として、石狩川水系で新桂沢ダムと三笠ぽんべつダム、沙流川
水系で平取ダムの建設を推進

○Ｈ３０年度より雨竜川ダム再生事業の実施計画調査に着手

新桂沢ダム

・新桂沢ダム
R6 完成

・三笠ぽんべつダム
付替道路工事、継続調査等を
実施中

■幾春別川総合開発事業

雨竜第１ダム

雨竜第２ダム

■雨竜川ダム再生事業
H29 新規事業採択時評価対応方針決定
H30 実施計画調査着手
R5 建設移行

ダム建設
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○ 全国で既設ダムを有効活用する「ダム再生」を推進
○ 幾春別川総合開発事業では、既設の桂沢ダムの堤体をかさ上げすることで、治水利水
容量を確保（新桂沢ダム）

○ 既設ダムを１２ｍかさ上げすることで、総貯水容量が約１．６倍に増大

ダム再生事業（新桂沢ダムの事例）
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日本海

北村遊水地

札幌市

岩見沢市

月形町

新篠津村

石狩市

当別町

江別市

北広島市

北村遊水地の整備

洪水の一部を遊水地に貯留し、洪水時に川の水位を下げる

遊水地整備イメージ

平常時

平常時は農地として利用

洪水時

洪水時は遊水地として利用
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平成28年8月

注 本速報に記載されている数値や図表は現在の速報値であり、今後、変更となる可能性があります。

昭和37年8月

133mm 122mm

661km2

3.4km2

１／１００００に
軽減

0.9倍

昭和37年8月出水の状況

平成28年8月出水の状況

○平成28年台風第9号は、昭和37年8月出水と同規模（0.9倍）の流域平均雨量
○その後の堤防、河道掘削、遊水地、ダム等の治水事業により、
浸水面積は1/190（661㎢→3.4㎢）、浸水戸数は1/10000（41,200戸→4戸）に被害を軽減

１／１９０に軽減

流域※平均3日雨量の比較
※石狩大橋地点上流域

浸水戸数の比較

浸水面積の比較

41,200戸

4戸

石狩川下流浸水実績図

石狩川

S37.8北海道滝川市（写真A）

H28.8北海道深川市納内町(左岸)・旭川市神居古潭(右岸)（写真B）

平成28年8月昭和37年8月

平成28年8月昭和37年8月

空知川

石狩川

凡例（浸水範囲）

S37年8月

H28年8月（台風第9号）

旭川

石狩大橋

写真A

写真B

N

石狩川

滝川市

豊平峡ダム

定山渓ダム

金山ダム

滝里ダム

忠別ダム

大雪ダム

漁川ダム

夕張
シューパロダム

桂沢ダム

砂川遊水地

札幌市

岩見沢市

石狩市

深川市

●

◎

江別市

平成28年8月北海道豪雨災害 石狩川における治水効果
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〇大雨特別警報の警報等への切替にあわせて、今後の水位上昇の見込みなど河川氾濫に関する
情報を発表し、引き続き警戒が必要であることや大河川ではこれから危険が高まることを注意喚起。

〇台風接近時には、大雨による雨量の見通しが河川の能力を上回る規模であることを示し警戒を呼
びかけ。

水管理・国土保全局と気象庁による合同記者会見の充実

＜台風第10号接近時の合同記者会見＞

9月4日会見

気象庁予報部 予報課長
『台風第１０号は、今後特別警報級の勢力まで発達する見込み。
記録的な大雨・暴風・高波・高潮となる恐れがあり最大級の警戒が必要。』

水管理・国土保全局 河川環境課長
『国管理の大きな河川を含め多くの河川で現状の整備水準を超える規模の
雨量が予測されており、氾濫の危険性が高まっています。
暴風が来る前に早めに避難してください。』

＜令和2年7月豪雨時の合同記者会見＞
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流域治水2.0 ～水害の自分事化～
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①ハザードマップの活用

○ 国又は都道府県が指定・公表した洪水の浸水想定区域をもとに、市町村が洪水予報等の
伝達方法や避難場所等も記した洪水ハザードマップを作成・周知している。

平常時にできること
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新たな浸水深の配色・閾値

• 異なる災害種別の浸水深等を比較したり、一覧で表示させる場合もあることから、浸水深等
の閾値や配色は、災害間で統一する必要がある。ISO等の基準や色覚障がいのある人へ
の配慮、他の防災情報の危険度表示との整合性等を踏まえ、以下の閾値・配色とする。

浸水深等 標準 詳細版

20m ～

10m ～ 20m
5m ～ 10m
3m ～ 5m
1m ～ 3m

0.5m ～ 1m
0.3m ～ 0.5m

～ 0.3m

※ハザードマップや浸水想定区域図等の浸水深・基準水位の閾値・浸水深の表示は標準の閾値・
配色を基本とする。ただし紙媒体においては、重ね合わせを行う場合等の用途や浸水の状況等
に応じて、これに類する配色やハッチング、グラデーション等を用いることを妨げない。

※浸水想定区域図等において詳細な区分を示す必要がある場合、内水で浸水階級差が少ない場
合は、必要に応じて詳細版を利用することができるものとする。

1.0m

0.3m

5.0m

0.5m

3.0m

詳細版

標 準

5.0m

0.5m

3.0m
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②自衛水防（企業防災）の推進

○市町村地域防災計画に定める浸水想定区域内の地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等
（以下「事業所等」）の所有者等に対し、市町村長から洪水予報等が直接伝達されます。

○上記事業所等については、避難確保計画又は浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組
織の設置等の義務（努力義務）があります。

【サポート体制】
国の河川関係事務所内の「災害情報普及支援室」において、事業所等に対し、
計画作成、訓練の実施等の技術的助言を行います。

事業所等 地下街等 高齢者、障害者、乳幼児
等の要配慮者利用施設

大規模工場等
（申出のあったもの）（※注）

措置の
義務付け

義務
（市町村長からの指示に従わない場
合、公表の措置あり）

義務
（市町村長からの指示に従わない場
合、公表の措置あり）

努力義務

措置の内容 ・避難確保計画の作成
・浸水防止計画の作成
・訓練の実施

・避難確保計画の作成

・訓練の実施
・浸水防止計画の作成
・訓練の実施

自衛水防組織 自衛水防組織の設置義務
あり、構成員の市町村長へ
の報告

自衛水防組織を設置した
場合、構成員の市町村長
への報告

自衛水防組織を設置した
場合、構成員の市町村長
への報告

注：大規模工場その他の施設であって国土交通省令で定める基準を
参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの

平常時にできること

25



②-1 水害タイムラインの作成

水害タイムライン
タイムラインとは、災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災害時に

発生する状況を予め想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着
目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画で、防災行動計画

水害タイムラインの階層

①流域タイムライン

河川管理者と流域内市区町村の連携を明確

②市区町村タイムライン

市区町村が自らの発令する避難情報などのタイミングを明確

③地区（コミュニティ）タイムライン

自治会や自主防災組織などの行動を明確

④マイ・タイムライン

家族・個人が自らの行動を明確

平常時にできること
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【避難情報着目型タイムライン】
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マイ・タイムライン

・住民一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）
・自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理
・自ら考え命を守る避難行動のための一助
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流域タイムラインについて（各種タイムラインとの連携）

【Ｂ市TL】
Ｂ市、気象台、開発局、北海道、
消防、自衛隊、ライフライン・・・etc

【流域TL】気象台、北海道開発局、北海道、Ａ市、B市、Ｃ町、・・・etc
流域ワンチームで危機感を共有、流域単位での大きな動きを整理し備える

①自治会コミュ
ニティーTL

②自治会コミュ
ニティーTL

③自治会コミュ
ニティーTL

㋐自治会コミュ
ニティーTL

㋑自治会コミュ
ニティーTL

【Ａ市TL】
A市、気象台、開発局、北海道、
消防、自衛隊、ライフライン・・・etc

【Ｃ町TL】
Ｃ町、気象台、開発局、北海道、
消防、自衛隊、ライフライン・・・etc

❶自治会コミュ
ニティーTL

❷自治会コミュ
ニティーTL

㋒自治会コ
ミュニティーTL

※市区町村ＴＬ、コミニュティーＴＬで、それぞれが取得する必要がある情報や、関係連絡先、
必要な対応等を予め整理することで、防災・避難行動のチェックリストとして活用可能！！29



流域タイムラインについて（WEB会議による危機感共有の試行例）

昨年、非常に強い勢力の台風第14号が日本へ接近し、北海道付近には18日から前線
が停滞する見込みのため、大雨となる可能性。
17日からの連休を考慮し、16日11時30分から旭川地方気象台管内（上川・留萌地方）
の関係市町村に対して、同気象台及び関係機関と合同で気象解説・河川情報の共有を
実施。
連休前の時間的余裕がある段階から「基準水位、気象・水象情報の取得、各種連絡系
統、避難準備、災害対策機械要請等」の事前確認・注意喚起を実施し、危機感を共有。

旭川地方気象台による台風・気象解説 北海道開発局旭川開発建設部による河川情報の共有

【WEB説明会 参加機関】
旭川地方気象台（主催）、旭川開発建設部（河川事務所含む）、留萌開発建設部、上
川総合振興局、旭川建設管理部、留萌振興局、留萌建設管理部、旭川市、富良野市、
士別市、留萌市、上川町、中川町、中富良野町 計14機関25名が参加

30



②-2 企業BCPの作成 災害時にできること
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BCP作成の好事例
出典：静岡県中部地域局 災害対応・BCP事例集
https://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-450a/documents/bcpjireishuu.pdf

• 事業を継続するために最低限必要な資源を明確にし、復旧の対策を検討
• 訓練の実施により実効性の高いBCPとなり、実災害時の事業継続を実現

企業名 ●●株式会社

本社所在地 静岡県浜松市南区●●

従業員数 53名 ※令和元年10月時点

事業内容 各種ばねおよび関連製品の製造販売、医療関連コイルの製造販売

被災した災害 平成30年台風第24号による大規模停電

BCPの効果 以下取り組みにより復電に約2日間要するも事業継続を実現
• 自社HPによる状況発信により、社外へ業務対応・連絡手段につい
ての告知や、復電による作業再開等を発信

• 非常用電源により外部との連絡手段を確保し、顧客からの注文を
受けることを継続

• 停電を想定した自家発電機へ電源を切り替える訓練を実施し、「切
り替え手順書」を整備していたことから、電源の早期復旧を実現

水害リスクやBCP作成のポイントについて学び、緊急事態に備えましょう 33



支援ツール①：タイムライン作成支援アプリ

34



http://suiboumap.gsi.go.jp

支援ツール②：浸水ナビ

35



職場や自宅近くで堤防決壊した場合の浸水深さが計算できる

●●川

破堤点を選
ぶ

浸水深さを見た
い場所を選ぶ

●●駅

36



③はやく逃げる 災害時にできること

37



○○川
氾濫発生情報

○○川
氾濫危険情報

○○川
氾濫警戒情報

○○川
氾濫注意情報

○○川
氾濫危険情報

○市町村長の避難指示の

発令判断の目安

○住民の避難判断の参考

になる水位

○市町村長の高齢者等避

難の発令判断の目安

○住民の氾濫に関する情

報への注意喚起

○水防団の出動の目安

洪水予報河川
(水防法10,11条)

水位周知河川
(水防法13条)

※氾濫危険水位以
外の水位でも情
報発表している
河川あり

洪水予報河川：水位の予測が技術的に可能な流域面積が大きい河川において、
現在の水位の状況と今後の水位の予測等を示し、関係市町村長等に通知

水位周知河川：流域面積が小さく洪水予報を行う時間的余裕がない河川において、
氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）への到達情報を関係市町村長等に通知

レベル

（特別警戒水位）

（警戒水位）

氾濫注意水位

避難判断水位

氾濫危険水位

水位

氾濫の発生

水防団待機
水位

５

４
（危険）

２
（注意）

３
（警戒）

１

洪水予報・水位周知について

緊急速報メールを配信

38



洪水予報・水位周知について

現在（R4年6月13日～）
従来の運用に加えて

氾濫する可能性のある水位

３時間先までの予測水位が、氾濫する可能性のある水位に到達した場合に、

氾濫危険情報（警戒レベル４相当；避難指示の目安）を発表

これにより、氾濫危険水位の設定時に考慮した条件を上回る急激な水位上昇に対応し、

これまでの運用より早い段階から警戒を呼びかけることが可能になる。

３時間以内に
所定の水位に
到達を予測

国が行う洪水予報の運用変更（氾濫危険情報の発表前倒し）について

39



洪水に関する危険度情報の一体的発信

※危険度はイメージ

自治体・住民が
それぞれの詳細なリスク情報を
洪水キキクルページ（気象庁HP）

でワンストップで確認可能に

「国管理河川の洪水の危険度分布※」
（水害リスクライン）

※大河川のきめ細かな越水・溢水の危険度を伝える

「洪水警報の危険度分布※ 」
（洪水キキクル）

※中小河川の洪水危険度を伝える

令和５年
2月16日
運用開始

40



大規模氾濫減災協議会

○ 国及び都道府県知事は、多様な関係者が連携して大規模氾濫に対する減災
対策をハード・ソフト両面から総合的・一体的に推進するため、洪水予報河
川・水周知河川について、大規模氾濫減災協議会を組織（国協議会は必置、都道府県

協議会は任意設置）。

○ 大規模氾濫減災協議会では、「水害対応タイムライン」の作成・点検、ICT
を活用した災害情報の共有強化等について協議。協議結果には尊重義務。

協議会の構成員

水防管理者 河川管理者都道府県・市町村必須構成員 気象台

＜災害対応のスケジュール表“水害対応タイムライン”＞

民間事業者近隣市町村 国土地理院任意構成員 警察 消防 等自衛隊

▼協議会のイメージ
「水害対応タイムライン」等を協議会で作成・点検。
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「防災用語ウェブサイト」の開設について

○ 防災情報を住民などの受け手に分かりやすく伝え、適切な防災行動を促すためには、防災情報について、発
信者（国、自治体）と伝え手（報道機関等）の間での共通認識が重要。

○ 発信者と伝え手で防災情報への認識を共有するため、パソコンやスマートフォン等により、誰でもすぐに防災
情報に用いられる防災用語の意味や伝え方などを検索できる「防災用語ウェブサイト」を作成する。

https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/top 42



ご静聴ありがとうございました


